
【設計意図伝達業務】

遅滞ない設計意図伝達（施工段階の設計）

設計段階 工事施工段階

【工事監理業務】

【設計業務】
（基本設計、実施設計）

設計意図伝達業務は
設計者が実施（随契）

○工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計（建築士法令に規定）。

○具体的には、設計意図を正確に伝えるため、設計図書に基づき、①質疑応答等、②工事施工者が作成する
施工図等※１の確認、③工事材料、設備機器等の選定（色、柄等を含む）に関する助言等を行う。

■設計意図伝達業務とは

工事が設計図書どおりに実施されているか
確認する業務

設計者

工事監理者

工事施工者
【工事】

施工図等（施工者が作成）が設計図書どおりか検討

設計意図を反映した施工図等を作成し、工事を実施

（建築士※２）

（建築士※２）

※２ 建築士法により、設計・工事監理は建築士が行うことを義務づけ

■取組内容

○営繕工事の生産性向上のためには、施工段階において、発注者を含めた関係者間で的確な情報共有に努め
るとともに、設計者が設計意図を遅滞なく工事施工者及び工事監理者に対して伝達し、迅速な意思決定に資
するようにすることが不可欠。

○工事の工程に連動した「遅滞ない設計意図伝達」を確実に実施するため、国土交通省地方整備局等が発注
する営繕工事における設計意図伝達業務委託契約の仕様書において、以下を新たに契約事項として規定。
①常に工事の工程を確認して業務を実施すること
②工事の工程に合わせて検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること 等

※１ 設計意図が正確に反映されていることを確認する必要があるものに限り、特記仕様書に具体的に記載する。

（平成29 年10 月1 日以降に契約手続きを開始する設計意図伝達業務において実施）



設計意図伝達業務特記仕様書の記載例

○ ワンデーレスポンス

ワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して発注者が、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困
難な場合に、いつまでに回答が可能かについても工事の受注者等と協議を行い、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含んでいる。

本業務受注者は、工事の受注者等からの質問、協議のうち、本業務に関する事項について、発注者が「その日のうち」に何らかの対応が可能な体制を整備するな
ど、必要な協力をしなければならない。なお、質問、協議の内容により、ワンデーレスポンスの実施において即日の対応が困難な場合は調査職員と協議のうえ、期
限を確認するとともに、これを遵守すること。

○ 遅滞ない設計意図伝達の実施について

設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが、工事の生産性向上に資することを十分認識したうえで、常に工事の工程を確認し業務を実施すること。工事の工程
に合わせて検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること。

既に規定
（一部追記）

今回新たに
規定

工事施工者・
工事監理者

発注者
（国土交通省）

設計者
（設計意図伝達
業務受注者）

①設計者側で決めるべき事項を確認

②設計者側で決めるべき事項ごと
にその決定期限を確認

④期限を遵守し業務を遂行

③必要な検討、報告等の期限を明示

⑤期限内に必要な意思決定を実施

遅滞ない設計意図伝達（補足）

■取組のイメージ（例）

事項
施工者側
期限

報告・確
認期限

○○○○○○○ ○／○

○○○ ○／○

○○○○○○○ ○／○

○○○○○○ ○／○

設計者側で決めるべき事項とその期限

事項
施工者側
期限

報告・確
認期限

○○○○○○○ ○／○ ○／○

○○○ ○／○ ○／○

○○○○○○○ ○／○ ○／○

○○○○○○ ○／○ ○／○

設計者側で決めるべき事項とその期限

注：図は一例であり、任意の方法で良く、新たな書類・様式の
作成を必須とするものではない。

（契約図書に明記）

注：図は一例であり、任意の方法で良く、新たな書類・様式の
作成を必須とするものではない。

【お問い合わせ先】 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 03-5253-8111（内線23433、23434）


